
屋 久 島 町 ご み 分 別 表

傘、金属類、一斗缶、ｶﾒﾗ、ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸと金属の混合ごみ、ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ

ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ、ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ、金属やﾓｰﾀｰを含む玩具、金属を含む衣類・靴

金属を含むぬいぐるみ、金属製調理用具、鍋、ﾌﾗｲﾊﾟﾝ、電気ｺｰﾄﾞ

磁石、はさみ、ｶﾞﾗｽ、鏡、陶器類（茶碗、どんぶり）、各種ﾗｲﾀｰ

植木鉢（陶器のもの）、ﾛｰﾌﾟ・ﾎｰｽ類、包丁

指定袋に入るｼｰﾂ、毛布、ﾀｵﾙｹｯﾄ（指定袋に入らなければ大型粗大）

指定袋に入る家電製品｛ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ、ｽﾃﾚｵ、電子ﾚﾝｼﾞ、炊飯器、ﾐｼﾝ

ｶｾｯﾄｺﾝﾛ等（家電ﾘｻｲｸﾙ対象品を除く。詳細は大型粗大ごみ参照。）｝

【注意】
割れた陶器類やｶﾞﾗｽは、新聞紙等にそれぞれ包んでから、指定袋に入れて出し
て下さい。
ﾗｲﾀｰは、必ずｶﾞｽを使い切って出して下さい。
ﾛｰﾌﾟ・ﾎｰｽ類は、1m程度に切断して出すようご協力下さい。

対 象 と な る も の
資 源 回 収 用 袋 に

入れて曜日を守っ

て出して下さい。

指定袋に入る不燃のごみ

傘 一斗缶 ｶﾒﾗ・ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ

ﾓｰﾀｰを

含む玩具

金属類を含む衣類 ・ ﾍﾞﾙﾄ ・ 靴 ・ ぬいぐるみ 金属製の調理用具 はさみ

鏡 陶器類 ﾗｲﾀｰｶﾞﾗｽ ｸﾞﾗｽ・ｶｯﾌﾟ ﾎｰｽ 包丁

資源物（小型粗大）

燃えるごみ
7 【出典：日本容器包装リサイクル協会】


